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能登半島地震における派遣支援協力チームについて(第一次募集) 

 

令和6年1月1 日に発生した能登半島地震において、一月半が経過しましたが、被災された方々の生活はま

だ復旧には至っておらず、様々な支援を必要としております。現在、石川JRAT及び都道府県より組織された地域

JRATにより避難所等への生活の再構築に向けた支援活動が実施されております。岐阜県からは、災害支援拠

点病院から岐阜JRATとして岐阜大学医学部付属病院と岐阜県立多治見病院より派遣支援を行っております。

3月に入ってさらに複数の施設より派遣支援頂けることとなっておりますが、経過の中で現地のリハビリニーズも高まっ

ており、人的支援はまだ不足している状況です。 

被災地の支援活動は、生活環境調整などが主体になります。岐阜県の災害支援拠点病院は、急性期病院

が多く、そのために、回復期リハ病院の勤務者や訪問リハを行われているリハビリ職の方々にもそのスキルを活かして

いただき、また、今後東南海トラフ地震が予測されている状況において、災害リハ支援活動経験者の裾野を広げて

いきたいと考えております。そこで、現地での岐阜JRATとして災害リハ支援活動を行う協力者を募集致します。希

望をされる方は、以下の要綱を確認いただきお申し込みください。 

 

■岐阜JRAT派遣支援協力チーム募集要綱 

《大前提》 

JRAT活動は組織的な災害医療団体による医療活動です。石川JRATの指揮命令系統に従う活動となりますので、現

地の判断でチームの再編成が行われることもあります。必ずしも申し込まれたチーム単独での活動とはならない可能性が

あることをご了承ください。 

 

《要件》 

（１）岐阜県理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会の会員であること。 

（２）災害リハビリ派遣支援について、所属長の了解を得ていること。 

（３）原則連続3日以上間活動に従事できること（移動日を含め4日以上）。 

（４）同一施設2名以上を基本とした施設単位の申し込みとさせていただきます。 

＊今回の第一次募集では個人での申し込みは受け付けておりません。 

 

 

 



《申し込み方法・流れ》 

（１）派遣支援にあたっては、事前に岐阜JRATの承認を得て頂き、石川JRATへ登録を進めて頂きます。それ

以降は、石川JRATより派遣日、諸確認など連絡が来ますので、それに従い準備を進めてください。 

（２）以下の申し込み用QRコードより登録をして頂くことで、岐阜JRATへの派遣支援の申請となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《派遣に関する留意事項》 

（１）派遣に関わる注意事項について、JRAT中央対策本部より出されている「注意事項」が以下のよう出ており

ますので、申込前に確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）JRATの活動に際しての身分保障は、現地活動は石川JRATにて補償をされております。 費用弁済及び

保険については、出発から帰還までの移動を含めた支援活動に適応されます。 

■注意事項 

１）JRATの活動や被災者の情報について「SNS」などのインターネット媒体で不適切な発信をしない。個人情報

を発信しない。自身が所属する医療機関や組織の宣伝活動をしないで下さい。  

２）JRAT石川災害対策本部の指示に従って活動してください。単独の活動は禁止です。  

３）JMATとの強固な連携のもとでの活動、かつ、他の災害支援団体との共同活動であることに留意して、JRAT

ありきの活動にならないことを意識して下さい。  

４）被災地では全ての方がリハビリテーションを受けたいと思っているわけではありません。災害リハビリテーションは

医療機関で行うリハビリテーションとは全く異なることを意識して支援してください。まずはコミュニケーションをとり、ニー

ズの情報収集をして下さい。  

５）移動手段については、自動車燃料まで含めて自己完結でお願いします。  

６）宿泊先は、原則個人で確保してください。確保できない場合は、中央対策本部（東京）または石川JRAT

本部にご確認ください。  

７）レンタカーを利用される方は、万が一のことがあった時のために、すべてを補償する保険に入るようにしてくださ

い。  

８）移動する車では、原則1台につき3名の乗車としてください（理由：現地で輸送する荷物が多いようです）。  

９）1つのチームにつき、運転できる者は2名としてください（理由：不足の状態に備えて2名とする）。  

10)発熱等の体調不良の場合は直前であってもお取りやめください。出発前には必ず体調確認をしてください。  

11)すべての領収証の宛名は「石川JRAT」とし、派遣に関わる領収書は必ず原本を保管してください。  

 



（３）派遣にあたっては、全国JRATより施設長宛に派遣依頼を発行いたします。必要な方は、以下のQRコード

より呼び込み活用をしてください。 

   

（４）宿泊、交通手段、現地での食事はについて、各自でご準備ください。なお、派遣時に必要と思われる持ち

物や備品については、派遣決定後アナウンスをさせて頂きます。 

（５）活動内容は、現地の支援スタッフらと連携し、避難所における住環境の評価、個別・集団の運動指導、

福祉用具の選定・調達、介護予防・健康相談等となります。  

（６）交通費、宿泊費、その他活動に関わる経費については、後日の清算となります。関係した領収書を大切に

保管してください。また、領収書の宛書は「石川JRAT 〇△(ご自身の名前) ■●(ご自身の所属施設名)」とし

てください。 

（７）現地は積雪地域であり、防寒装備は必須になります。また、雪道での自動車運転（要スタッドレスタイ

ヤ）をする可能性もございます。必要な装備等の情報については、派遣決定後に岐阜JRATよりお伝えします。 

（８）準備品・持ち物に関する例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インターネット環境のあるパソコン  

・石川県の地図  

・現地で３日以上の活動、および宿泊ができる準備  

・筆記用具  

・手指用消毒薬、マスクなど感染対策用具  

・自身の健康保険証  

・動きやすい服と脱ぎやすく安全な靴、長靴、防寒防水性のある靴、防寒靴下  

・寝袋、防寒用衣類、防寒グッズ  

・携帯トイレ  

・時計  

・タオル、バスタオルなど  

・ティッシュペーパー  

・体温計  

・携帯ラジオ  

・工具セット（装具、車いす、自助具が直せるレベル）  

・メジャー（下肢の周径を測れます）  

・ゴミ袋（数枚程度）  

など、他に必要と思うものは、各自、準備してください。 

JRAT 中央本部(栗原代表)からの施設長あて派遣依頼文書 



＊不明な点は、以下の災害対策本部事務局へ問合せください。 
 

＜問い合わせ＞ 
岐阜県リハビリテーション協議会 災害対策本部 
事務局 岐阜県立多治見病院リハビリテーション科内 
 代表電話? 0572-22-5311  Fax:0572-25-1246 
 事務長 白川 裕貴 （もしくは柴 貴志） 

＜問い合わせ＞ 
岐阜県リハビリテーション協議会 災害対策本部 
事務局 岐阜県立多治見病院リハビリテーション科内 
 代表電話? 0572-22-5311  Fax:0572-25-1246 
 E-mail? waraku1993@gmail.com 
 事務長 白川 裕貴 （もしくは柴 貴志） 


